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１．差分計量の検討について

 分散型エネルギーリソースの活用が進む中、事業者が太陽光発電設備を需要家に
無償設置等をした上で行うPPA(Power Purchase Agreement)モデルや、リソース
が持つ環境価値に着目した取引、EVの充電量サービス等の、多様なビジネスモデルや
ニーズが生まれてきている。この際に、売電単価や売り先等を区別する目的で、需要場
所内のリソース毎の消費量・発電量と家庭内消費量を測り分けるために、差分計量に
よる取引ニーズが高まっている。

 上記のようなニーズの高まりを受け、第1回委員会では、差分計量の実施の条件等に
ついて、①差分計量のニーズ、②電力使用量や計量の実態の把握、③差分計量の
実際の影響について調査を行い、電気計量制度一般のルールの見直しも含めて検討
し、実施の条件等について取りまとめを行うこととされた。
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※ワーキンググループでは、電気計量制度一般のルールでの措置を前提に、特定計量制度で認められた公差の範囲内
で、また特定計量制度に基づく届出を行った上で、差分計量を可能としてはどうかと議論された。



２．差分計量のニーズ・実態調査等について

 差分計量の実施の条件の検討に当たっては、下記等について留意した上で検討を行う
ことが必要。
- 計量値の差し引きでしか取引を行うことのできないケースが存在（注１）すること
- FIT設備/非FIT設備の逆潮流量の区分にあたり、出力10kW未満の太陽光発電
設備に係るケースについては、一定の精度の確保が確認されたこと等を踏まえ、
既に許容（注２）されていること

 事務局においては、ニーズを踏まえ下記の３つのモデルケースに類型化を行った上で
検証を行った。
① 太陽光発電の発電量等のうち、家庭内消費量の算出（PPAモデル）
② EV充電量以外の家庭内消費量の算出（系統電源の家庭内消費とEV消費等の

測り分け）
③ 複数電源設備の逆潮流量の測り分け
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（注１）PPAモデルにおいて、家庭内消費量を直接計量するには、分電盤などの追加工事が必要となり、物理的に設置が困難なケースも存在。
また、追加計量器を設置し、家庭内消費量を計量する計量器を設置できた場合においても、太陽光発電の出力によっては、系統側からの
売電が自家消費に流れ込むことも想定され、潮流の正逆が混在する状況での家庭内消費量の算出には、差分計量が不可欠と考えられる。
なお、本資料では、PPAモデル（第三者所有モデル）の太陽光発電の電力を家庭内で消費する場合も自家消費と表記している。

（注２）①FIT設備/非FIT設備の混在②各群内の買取者が同一③蓄電池を設置する際の配置④正確計量を条件とする。









（参考）実態調査結果
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●取引規模
・PPAモデルでは、家庭用の数kW程度のものから工場等での数MW級まで幅広い事例が存在。
・出力10kW未満の家庭用PV設備の、1件あたりの導入量平均は約4.37kW。（※２）
・産業用では、出力が大きいほどコストメリットが大きく、工場に出力5MWのPV設備の設置事例もある。
・住宅用太陽光発電の平均的な自家消費率は概ね30％。コンビニにおける自家消費率のモデル試算では78％。（※３）
・家庭用に設置されるEVの充放電器は、普通充電器が主流であり、その定格電力は６kWまでが大半を占める。（※４）

●取引の実態
・ヒアリングの結果、 PPAモデルでは、差分計量が行えないこと等が理由で、全量売電若しくは全量自家消費としている事例も多く
存在。特に、全量自家消費としている事例では、余剰を発生させないよう出力を調整したり、設置可能容量よりも小さい容量のPVを
設置する等により対応をしており、自家消費分の測り分けが可能となった際には、PVの設置可能量が増加することにより、より大きな
PV設備を設置することによる環境への貢献、需要家への売電単価を下げることが可能になるとの声もあった。

・また、現状で余剰が発生している事例については家庭内消費量の取引ではなく、太陽光発電設備の発電量と、系統への逆潮流量
をそれぞれ別の取引として個別に清算するなどにより対応している事例も存在。

・複数発電設備の逆潮流量の算出では、出力10kW未満の太陽光発電設備に係る事例を除き、按分計量(※１)が行われている。

●計量時の課題
・家庭内消費量を直接計量するには、分電盤などの追加工事が必要となり、物理的に設置が困難なケースも存在。また、設置が
可能な場合であっても、追加配線工事等の計量器設置にかかるコストもビジネスモデルと比較して課題となっている。

・PPAモデル等では、追加計量器を設置し家庭内消費を計量できたとしても、太陽光発電の出力によっては、系統側からの売電が
自家消費に流れ込むことも想定され、潮流の正逆が混在する状況での家庭内消費量の算出には、差分計量が必要となる。

※１ 一の発電場所において複数の電源が存在する場合、系統連系する受電地点に設置されている電力メーターの計量値を、発電設備ごとに設置された複数の電力
メーターの計量値によって按分することにより、発電設備ごとに異なる売電単価で電気の取引を行うための計量として扱うことは可能と整理されている。

※２ 太陽光発電における10kW未満の1件あたりの導入量平均は約4.37kW
（再生可能エネルギー電子申請サイト導入状況等公表ページ 2020年9月末時点の都道府県A表
https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummaryより）

※３ 第50回 調達価格等算定委員会（2019年11月29日）より
※４ 次世代自動車振興センターの充電インフラ補助金対象設備一覧より





３．差分計量の影響等について②（実証実験）
 モデルケース検証のうち、一般的な差分計量のケースについて実証実験を行い、差分

計量の影響についての評価を行ったところ、以下の結果が得られた。
-一般的なスマートメーター（注）を用いて、実験を行ったところ、P.2に示す３つのモデル
ケースについては、差分計量の誤差が特定計量器に求められる使用公差の範囲内
に収まっていることが確認できた。

（注）早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構 EMS新宿実証センターの実験設備に設置済のメーターを使用。
- また、その確認結果をシミュレート結果と比較したところ、実証実験とモデルケースの
差異は小さく、誤差変化の推移傾向も同様となり、モデルケースの妥当性が確認
できた。

 また、差分計量の影響は、それぞれの計量器の間に負荷設備が設置されていないなどの
条件を満たせば、「差分計量に用いる計量器の器差の差」と「差引かれる計量値に対す
る差引く計量値の比率」によって差分計量の誤差が推定できるため、３つのモデルケース
や実証を行ったケース以外の差分計量や、より規模が大きい差分計量についても同様の
考え方が適用できると考えられる。
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（参考）差分計量の実証①（概要）
 上記ニーズや実態に基づき、差分計量の誤差やその影響について、実際の電気設備を

使って実証実験を行った。
 実証は早稲田大学EMS新宿実証センターに全面的に協力をいただき、当該施設内の

模擬スマートハウス１棟を借用して、それぞれのケースに応じた差分計量の影響を検証
した。
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実証実験の概要
実施場所：早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構 EMS新宿実証センター
実施期間：2020年12月14日～18日、21日～25日及び

2021年１月６日～８日の計13日間
実験パターン：①PPAモデル

PV：出力定格5.5kW
需要家消費電力：仮想負荷装置により任意設定
②EV充放電器
EV充電器（普通充電器）：定格6kW
需要家消費電力：仮想負荷装置により任意設定
③複数電源（PV＋FC）
PV：出力定格5.5kW
エネファーム：出力定格700W（SOFC型）
需要家消費電力：仮想負荷装置により任意設定
※エネファームについては仮想電源にて実証

使用した計量器
①系統側スマートメーター(実証センター既設)
形名 S42WS-TA
定格 単相3線式100V60
計器器差 -0.2%(PPAモデル検証時※)

②追加スマートメーター（市販品）
形名 M2PM-R
定格 単相3線式100V30A
計器器差 0.0%(PPAモデル検証時※)

③高精度電力量計
形名 WT500（横河計測株式会社）
基本確度 ±0.2%

※ PPAモデル検証時の平均器差









４．差分計量を実施する際の条件について①
 シミュレーション及び実証結果を踏まえると、下記の条件を満たす場合には、適切に差分

計量を実施できると考えられる。
① 差分計量による誤差が特定計量器に求められる使用公差内となるよう努めること

※ スマートメーター同士を使用する差分計量については、取引の精算期間等において（注１）、差し引かれる計量値に対して
差分計量により求める値の割合が20％以上（注２、３、４）であることによりこれを満たしていると考えられる。なお、スマート
メーター以外の計量器を使用する場合においては、同様の確認を行う等により、使用公差内となるように努めることが必要で
ある。

※ 差分計量は、その特性から、常に計量の結果が真実の量になることは困難であるが、差分計量で求める値が差し引く計量
値に対し一時的に一定割合を下回る場合については、例えば、自家消費量が少ない期間については、別の精算ルールを設
ける等、取引の相手方に損をさせない取引ルールを定める必要がある（注５） 。

② それぞれの計量器の検針タイミングを揃えていること
③ それぞれの計量器の間に変圧器等電力消費設備を介さないことなど適正に差分計量
を行える配線であること

 既に差分計量の条件が整理されている出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケース
（P.３）に加え、上記の条件に従って差分計量を行う場合も、計量法で求められる正確
計量に係る努力義務（注６）を果たしていると言えるのではないか。
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（注１）負荷や発電量等は常に変動することが想定されることから、取引の精算期間等において条件を満たしていればよい。
（注２）差分計量には、差分計量で求める値と差引かれる計量値の比率や、使用する複数の計量器の器差により誤差が変化するという課題があることから、実証実験及びスマートメー

ターの器差分布範囲の検証結果、モデルケース検証を踏まえ整理。
（注３）PPAモデルにおける家庭内消費量の算出：差分計量により求める家庭内消費量が発電量の20％以上であることが必要。

複数発電設備の逆潮流量の測り分け：差分計量により求める発電設備の逆潮流量が系統への逆潮流量の20％以上であることが必要。
（注４）本資料におけるスマートメーターは単独計器を指しており、変成器付スマートメーターを使用する場合は、同様の確認を行う等により、使用公差内となるように努めることが必要。
（注５）計量法における商品量目制度Ｑ＆Ａ集では、特定商品については、商品の特性等から計量の結果が常に真実の量になることは困難であるとして、消費者保護の観点も踏ま

えて、表示量が内容量を超えている場合（不足量）についてのみ量目公差（許容誤差の範囲）を定めており、内容量が表示量を超えている場合（過量）（需要家不利益
を被らない）については、量目公差を定めていない。なお、その場合であっても、法第10 条の規定により、正確な計量に努めることが求められる。

（注６）法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない（計量法第１０条）とされている。
なお、著しく不正確な計量については、同条に基づく指導・勧告等の対象になり得る。



４．差分計量を実施する際の条件について②
 また、当事者間のトラブル発生を防ぐ観点から、下記を実施することが必要ではないか。

① 差分計量を行うことについて当事者間で合意があり、契約・協定等で担保されること
② 当事者がそれぞれの計量器の計量値を必要に応じて把握できるようにしておくこと

 差分計量を行うにあたり、他に考慮すべき点は無いか。
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